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知的障害特別支援判交高等部教員の主権者教育における意識の検討

一生徒観と授業観に焦点をあてて一

特別支援教育専攻

藤井姿月

第 1章主権者教育の現状

第 1章では、知的障害糊IJ支援学校の主権者

教育の重要性を述べるために、その背景である

主権者教育の現状と課題について述べた。

まず、第1節では参政権拡大と社会教育・学

校教育の関連について述べ、公職選挙法改正に

よって、高等学校3年生が斜議の選挙の選挙権

を有することから、主権者教育の確立は学校教

育の急務の課題であることを示した。また、主

権者教育は、投票行動としづ行動レベルの生徒

の変化を求める「狭義の卦雀者教育jを行って

いく一方で、主的拘に政治に参加することや、

情報収集能力、判断力を高めるための「広義の

封在者教育」を行い、二側面からアプローチを

かけていく主権者教育の指針が示されているこ

とを述べた上で、実際には主権者教育の実施に

踏み出せていない学校の存在を指摘した。

第2節では、高等学校及ひ帯別支援学校高等

部の主権者教育の実施状況を主権者教育の実施

率、主権者教育における実際の取り組み、主権

者教育を担当する教員について述べ、主権者教

育実施に対して教員は困難感を持っていること

を述べた。また、特別支援学校高等部における

主権者教育の実施率は低く、知的障害の特性な

らではの困難さが予想されることから、知的障

害特別支援学校高等部に焦点をあてる必期生を

述べた。

第3節では、知的障害特別支援学校における
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主権者教育の意義と課題について、生徒のより

豊かな社会参加に向けて教育と行政の両方が選

挙権を僻章していくことの重要性を述べた。ま

た、教員の意識は授業づくりに大きく影響を与

えており、未だ明らかにされていない、教員の

主権者教育に対する意識を明らかにする必要性

を述べた。

第2章主権者教育に対する知的障害糊!皮援

学校高等部教員の意識の構造

第2章では、主権者教育に対寸る知的障害特

別支援学校高等部教員の意識を構成する、生徒

観と授業観について述べた。

第 1節では、生徒観は主観的、客観的、相会

的な水準によって形成された教員の意識である

ことを述べた。また、生徒観は教員の授業改善

そ根業における配慮に影響を与えることから、

教員の主権者教育における生徒観と、授業づく

りの意識や教耳騨霊験との関連を検討することの

意義を述べた。第2節では、授業観は教員の授

業の捉え方であり、生徒主体の側面と、教員主

体の側面の二側面から捉えることができる意識

であることについて述べた。また、主権者教育

における授業目標の達成の要素である教員の肯

定的な授業観は、知識量に影響を与えているこ

とから、授業観と剰融識との関連を検討する

ことの意義を述べた。
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第3章知的障害儲u支援学校高等部教員の主

権者教育における意識の検討

知的障害特別支援学校高等部教員の主権者教

育における意識を把握するために、質問紙調査

を行ったO 調査対象者はA県の知的障害槻iJ支

援学校1校の高等部の教員25名を対象とした。

質問項目は、教員の属性について5項目民、“期

待する主権者像"8項目弘、

8項目民、“主権者教育に対する姿勢穿?'5項目とそ

れぞれの項自に係わる戴T可能f性生であつたc

①生徒観と授業観との官連、②勤務年数と授

業観及び生徒観との関連、 G粗任する生徒の障

害の程度と生徒観及ひ寝業観との関連九④生徒

観及。寝業観とそれぞれに係わる新子可能性の

相関を検討した。一要因分散分析の結果、“期待

する主権者像"は“望ましい主権者教育"と“主

権者教育に対する姿勢"に影響を与えているこ

とが明らかになった。主権者教育おいて教員の

生徒に対する期待は、生徒にとって望ましいと

考える授業に対する意識や自身の授業への姿勢

に影響を与えていることが明らかになり、生徒

に投票行動を期待し、生徒の力を引き出す授業

づくりに取り組もうとすることが示唆された。

また、教員勤務年数は“説雀者教育に対する姿

勢"に影響を与えていることが明らかiこなった。

主権者教育において、若手の教員は授業づくり

のために経験を補おうと時間をかけて準備し、

ベテランの教員は経験の蓄積を基に、若手教員

より、より効率的に授業を行おうとすることが

示唆された。

また、ピアソンの積率相関分析の結果、“主権

者教育に対する姿勢"と“主権者教育に対する

姿勢"に係わる知子可能性には中程度の負の相

関が見られた。教員は主権者教育の授業におい

て、時間をかけて準備しようとしたり、授業経

験を他の授業に活かそうとしたりする姿勢でい

るが、実際に授業に力を費やすことは難しいと

考えている可能性がみられた。また、反対に、

、鞠部こかかる時間を節約し、実践を朝見してい

る可能性も推察された。

第4章研究のまとめと今後の展望

本研究で廿は土丈、‘甥待する卦在者像"は

い主権者教育宵"と“主権者教育に対する姿勢"

に影響を与えていることが明らかになつた。ま

た、教員勤務年数は“主権者教育に対する姿勢"

に影響を与えていることが明らかになった。ま

た、 “主権者教育に対する姿勢"と“主権者教

育に対する姿勢"に係わる新子可能性には中程

度の負の棺関があることが明らかになった。主

権者教育において、授業観は手がかりとなる要

因であり、特に生徒観は授業観に大きな影響を

与える要因であることが示唆された。このこと

から、教員が生徒の投票行動に対して、肯定的

イメージを持てるようになることが重要である

と考えられる。

しかしながら、知的障害のある生徒が主権者

としてより豊かな括会参加ができるようになる

ためには、学校教育の充実だけでなく、外部磯

関の協力、社会の障害に対する理解のすべてを

実現することが必要である。

今後はこの研究を発展させていくために、授

業観の変容俗画程を明らかにする必要がある。

また、本研究は1つの特別支援学校の調査対象

者から得られた結果であるため、都湖守県や自

治体によって地域資源などの条件が異なること

を踏まえると、本研究における結果を活用して

いくために、複数の県の知的障害特別支援学校

の教員を対象とした調査が必要であると考えら

れる。


